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予約ダイヤル

※すべて当事務所の解決事例です。

◎60代男性会社員の後遺障害等級1級の事例において、総額1億6000万円の賠償を獲得。
◎50代主婦。むち打ち等で後遺障害14級9号の認定を受け、示談で自賠責保険金を合わせて320万円を獲得。
◎20代女性会社員。脊椎損傷で8級獲得。賠償金約2,500万円から約4,300万円まで増額。
◎四輪車同士・信号機により交通整理の行われていない交差点における事故で、過失割合90対0で解決。
◎股関節機能障害について後遺障害等級12級の30代主婦につき、賠償金を当初提示額の2倍以上に増額。

受付時間／平日10:00～19:00

無料相談会無料相談会

交通事故対応、弁護士に依頼するとこんなにも増額します !

Q. 相談したら契約しなきゃいけないんじゃないの？
A. ご相談いただいたからといって契約を
 強制することはございません。

Q. どのタイミングで相談すればいいか分からない…
A. ご相談は事故直後から症状固定後まで時期を
 問わずお受けいたします。

Q. もし依頼することになったらお金が
 たくさんかかりそうで心配…
A. 

Q. 治療の打ち切りを迫られている、どうしたらいいの?
A. 交渉により、治療期間を延長することも可能な
 場合があります。まずはご相談ください。

Q. 弁護士に依頼したあとの手続きがめんどくさそう
A. 

60代女性が後遺障害非該当から
異議申立により14級を獲得した事例

症状固定後のご相談でしたが、担当弁護士が受任して
すぐに主治医に対しての医療照会や医療画像鑑定機関
に調査を依頼し、異議申し立ての結果、併合14級の後
遺障害等級認定を得ることができ、その後ほぼ請求の
満額に近い約310万円の解決を得ました。

ご依頼者様は受傷後、仕事を休んではい
ないことから休業損害もないため、争点
は慰謝料額のみでした。担当弁護士は受
任後、裁判基準での慰謝料額を改めて算
出し、相手方保険会社へ請求を行いまし
た。一切妥協することはできないとの姿
勢を示し、強気の交渉を続けた結果、段
階的に慰謝料額が増額し、最終的には約
3倍まで増額しました。今回の争点はも
っとも一般的とされる入通院慰謝料の額
です。このような事例で裁判基準の満額
を得るためには、粘り強く相手方保険会
社と交渉を重ねることが肝要です。

まずは当事務所で後遺障害等級の申請からお手
伝いさせていただき、資料を添付して申請した
結果、後遺障害等級8級を獲得。ご依頼者様は、
痛みを抱えながらも仕事を続けられていたため
現実の収入減が少なかったことと、年収の増額
見込みについての見解の相違のため、後遺障害
の逸失利益について、相手方保険会社には当初
ほとんど認められず、後遺障害の存在自体を争
ってきました。しかし、弁護士が適切な裁判例
を引用したり、医師の意見書を用意する等し
て、証拠に基づいた主張をすることで、裁判官
の心証をつかみ、上記のような金額での解決に
至りました。
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事例1 70代女性が併合11級の認定を受け、
1200万円を超える賠償金を獲得した事例

担当弁護士は、受任後直ちに保険会社からすべての記録を
取り付け内容を検討。認められなかった部分の十分な根拠
を準備し交渉に臨みました。交渉の結果、そもそもの慰謝
料が少なすぎること、主婦として稼働していること、通院
に関してタクシーが必要だったことなど、当方の主張がほ
ぼすべて認められ、賠償金額は当初の2倍近くの、1,200
万円を得ることができました。
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事例2

50代男性が頚椎捻挫等により、
賠償額が約3倍に増加した事例事例3 10代男性が胸椎圧迫捻挫等により、

約4,200万円以上の賠償額を得た事例事例4
90万増額

合計120万 4200万
以上の賠償金

600万増額

合計1200万

Q & A

03-5948-5840

このように
交通事故後の示談金

は

大幅な増額が
見込めます !

交通事故に関しては着手金は0円。完全成功報酬制で
す。（ご自身の保険中の「弁護士費用特約」が使える場
合があります。その場合保険会社が弁護士費用も負
担してくれます）

わずらわしい手続きはありません。弁護士が代理人
となりお客様に代わってすべての手続きを行いま
す。（一部例外を除く）

弁護士への依頼

10月 30日（月）
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　 当事務所の
実際の解決事例


